
で
す
。
同
様
の
規
定
は
、
改
正
前
「
反
ス
パ

イ
法
」
第
19
条
で
も
規
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

近
時
の
邦
人
拘
束
を
受
け
、
2
0
2
3
年
3

月
27
日
に
外
交
部
の
毛
寧
副
報
道
局
長
は「
日

本
国
民
の
類
似
事
件
が
た
び
た
び
起
き
て
い

る
。
日
本
側
は
自
国
民
へ
の
教
育
と
注
意
喚

起
を
強
化
す
べ
き
だ
」
と
述
べ
ま
し
た
が
、
そ

れ
は
当
該
条
項
に
照
ら
し
正
当
な
発
言
で
す
。

日
本
企
業
等
は
適
正
な
情
報
収
集
と
内
部
教

育
義
務
を
懈
怠
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

２ 

真
に
恐
れ
る
べ
き
は
死
刑
ま
で
あ
り

得
る
広
義
の
ス
パ
イ
罪
で
あ
る

　
「
ス
パ
イ
」
の
定
義
に
関
す
る
法
第
4
条

第
1
項
第
3
号
は
「
ス
パ
イ
組
織
及
び
そ
の

代
理
人
以
外
の
そ
の
他
の
境
外
機
構
、
組
織

若
し
く
は
個
人
が
実
施
し
、
若
し
く
は
他
人

を
教
唆
し
、
若
し
く
は
こ
れ
に
資
金
を
援
助

し
て
実
施
さ
せ
、
又
は
境
内
機
構
、
組
織
若

し
く
は
個
人
と
当
該
境
外
機
構
、
組
織
若

し
く
は
個
人
と
が
互
い
に
結
託
し
て
実
施
す

る
、
国
家
秘
密
、
情
報
並
び
に
国
の
安
全
及

び
利
益
に
関
係
す
る
そ
の
他
の
文
書
、
デ
ー

タ
、
資
料
若
し
く
は
物
品
を
窃
取
し
、
探
り

出
し
、
買
い
取
り
、
若
し
く
は
不
法
に
提
供

し
、
又
は
国
家
業
務
人
員
を
策
動
し
、
誘
引

し
、
強
迫
し
、
若
し
く
は
買
収
し
て
裏
切
ら

せ
る
活
動
」
と
規
定
し
、
太
字
部
分
を
付
記

し
ま
し
た
。
秘
密
性
を
内
実
と
す
る
「
国
家

秘
密
」
お
よ
び
「
情
報
（intelligence

）」（
秘
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密
性
を
内
実
と
し
な
い
一
般
情
報

－

中
国
語

の
「
信
息
（inform

ation

）」

－

と
異
な
り

ま
す
）
に
加
え
て
、「
国
の
安
全
及
び
利
益
に

関
係
す
る
」
限
り
、
一
般
情
報
に
属
す
る
「
そ

の
他
の
文
書
、
デ
ー
タ
、
資
料
若
し
く
は
物

品
」
の
「
探
り
出
し
、
買
い
取
り
」
で
あ
っ
て

も
、「
ス
パ
イ
」
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
の
で
す
か
ら
、「
ス
パ
イ
」
概
念
の
抽
象
・

曖
昧
さ
が
深
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の

弊
害
に
よ
る
最
大
リ
ス
ク
は
法
第
5
章
（
第

53
条
乃
至
第
69
条
）
の
「
法
律
責
任
」
が
規

定
す
る
最
大
15
日
の
行
政
拘
留
な
ど
の
行
政

処
罰
を
科
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
数
年
に
及

ぶ
拘
禁
刑
は
「
刑
法
」
各
論
の
冒
頭
部
分
に

規
定
さ
れ
る
「
第
1
章　

国
家
安
全
危
害
罪
」

（
第
１
０
２
条
乃
至
第
１
１
３
条
）
に
違
反

す
る
犯
罪
に
対
す
る
刑
事
責
任
で
す
。
そ
の

う
ち
日
本
人
駐
在
員
な
ど
が
刑
事
訴
追
さ
れ

る
可
能
性
が
高
い
も
の
は
広
義
の
ス
パ
イ
罪
に

限
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
広
義
の
ス
パ
イ
罪
は

１
９
７
９
年
の
「
刑
法
」
制
定
以
降
、
一
切

改
正
が
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
換
言
す
る
と
、

「
ス
パ
イ
」
概
念
の
抽
象
・
曖
昧
さ
が
深
ま
っ

た
の
は
法
に
限
ら
れ
、
広
義
の
ス
パ
イ
罪
に
そ

の
影
響
は
及
ば
な
い
の
で
す
（
参
考
図
１
）。

そ
こ
で
、
日
本
企
業
等
は
広
義
の
ス
パ
イ
罪
、

す
な
わ
ち
、
正
式
な
罪
名
に
よ
れ
ば
、「
刑

法
」
第
１
１
０
条
の
「
ス
パ
イ
罪
」（
狭
義
の

ス
パ
イ
罪
）
お
よ
び
第
１
１
１
条
の
「
境
外

の
た
め
国
家
秘
密
又
は
情
報
を
窃
取
し
、
探

改
正
「
反
ス
パ
イ
法
」（
以
下
「
法
」）

に
関
す
る
誤
っ
た
マ
ス
コ
ミ
報
道
が
多

い
こ
と
か
ら
、
日
本
企
業
お
よ
び
日
系
企
業

（
以
下
「
日
本
企
業
等
」）
の
行
動
に
も
多
く

の
負
の
影
響
が
出
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
限
ら
れ
た
紙
幅
で
そ
の
負
の
影
響
を
可
能

な
限
り
排
除
す
べ
く
、
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
ま

す
。

１ 

日
本
企
業
お
よ
び
日
系
企
業
に
は

適
正
な
情
報
収
集
に
基
づ
く
内
部
教
育

義
務
が
あ
る

　

法
の
萎
縮
的
効
果
か
ら
日
本
企
業
等
は
法

に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
の
に
コ
ソ
コ
ソ
と

し
、
ま
た
筆
者
が
こ
の
種
の
文
章
を
公
に
し

た
り
、
セ
ミ
ナ
ー
で
多
数
の
方
々
に
情
報
を

伝
え
よ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
に
反
対
を
受

け
る
場
面
が
多
々
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
法

第
12
条
第
1
項
は
「
国
家
機
関
、
人
民
団
体

及
び
企
業
・
事
業
組
織
そ
の
他
の
社
会
組
織

は
、
当
該
単
位
の
反
ス
パ
イ
安
全
防
御
業
務

の
主
体
責
任
を
引
き
受
け
、
反
ス
パ
イ
安
全

防
御
措
置
を
具
体
化
し
、
当
該
単
位
の
人
員

に
対
し
国
の
安
全
の
維
持
保
護
に
か
か
る
教

育
を
し
、
当
該
単
位
の
人
員
を
動
員
し
、
又

は
組
織
し
て
ス
パ
イ
行
為
を
防
止
し
、
及
び

制
止
す
る
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
法
（
お
よ

び
「
刑
法
」）
を
犯
さ
な
い
た
め
の
情
報
収
集

を
し
、
内
部
教
育
を
行
い
、
日
本
人
駐
在
員

を
含
む
従
業
員
が
違
法
行
為
を
犯
さ
な
い
よ

う
に
導
く
こ
と
は
日
本
企
業
等
の
法
的
義
務

弁護士法人キャストグローバル 弁護士・税理士・香港ソリシター
村尾 龍雄

2023 年 7 月 1 日施行の改正「反スパイ法」により「スパイ」の概念が一層曖昧になり、その結果、
今まで以上に日本人駐在員が数年にも及ぶ拘禁刑に処せられるのではないかという懸念をあおるよ

うな報道を多数目にします。実際にそのような懸念はあるのでしょうか。もしそうならば、日本人駐在員は
何にどう気をつければ身を守れるのでしょうか？

改正「反スパイ法」違反の法律効果は最大 15 日までの行政拘留などの行政処罰を科すことであり、
数年に及ぶ拘禁刑は「刑法」第 110 条、第 111 条（以下「広義のスパイ罪」といいます。）が

成立する場合にのみ科されるものです。そして、広義のスパイ罪は 1979 年の「刑法」施行後、今日まで
一切改正されていません。マスコミ報道はこの基本的道理を理解しない憾みがあります。広義のスパイ罪
に問われないための明確なガイドラインを得ることは困難ですが、公開情報から重要な留意点を学ぶこと
はできます。少なくともそれを知り、守る慎重さが必要です。



る
行
為

（
二
）
敵
の
た
め
襲
撃
目
標
を
指
示
す
る
行
為

第
1
1
1
条　

国
外
の
機
構
、
組
織
又
は

人
員
の
た
め
、
国
家
秘
密
又
は
情
報
を
窃
取

し
、
探
り
出
し
、
買
い
取
り
、
又
は
不
法
に

提
供
し
た
者
は
、
5
年
以
上
10
年
以
下
の
有

期
懲
役
に
処
す
る
。
情
状
が
特
別
に
重
大
で

あ
る
場
合
に
は
、
10
年
以
上
の
有
期
懲
役
又

は
無
期
懲
役
に
処
す
る
。
情
状
が
比
較
的
軽

い
場
合
に
は
、5
年
以
下
の
有
期
懲
役
、拘
役
、

管
制
又
は
政
治
的
権
利
の
剥
奪
に
処
す
る
。

　

広
義
の
ス
パ
イ
罪
に
は
無
期
懲
役
を
含
む

長
期
拘
禁
刑
の
み
な
ら
ず
、
死
刑
ま
で
あ
り

得
る
こ
と
に
注
意
を
要
し
ま
す
。

第
1
1
3
条　

こ
の
章
の
上
記
国
家
安
全
危

害
罪
（
注
：
第
1
0
2
条
乃
至
第
1
1
2

条
）
に
つ
い
て
は
、
第
1
0
3

条
第
2
項
、
第
1
0
5
条
、

第
1
0
7
条
及
び
第
1
0
9

条
を
除
き
（
注
：
広
義
の
ス

パ
イ
罪
の
第
1
1
0
条
、
第

1
1
1
条
は
除
外
対
象
に
含

ま
れ
ま
せ
ん
）、
国
及
び
人
民

に
対
す
る
危
害
が
特
別
に
重
大

で
あ
り
、
又
は
情
状
が
特
別
に

悪
辣
で
あ
る
場
合
に
は
、
死
刑

に
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
章
の
罪
を
犯
し
た
場
合

に
は
、
財
産
没
収
を
併
科
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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３ 「
刑
法
」第
1
1
0
条
と　
　
　
　

第
1
1
1
条
の
相
違
点

　

広
義
の
ス
パ
イ
罪
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

両
条
文
の
相
違
を
知
る
こ
と
が
有
効
で
す
。

（
１
）
違
法
行
為
に
よ
る
利
益
享
受
者
の
相
違

　

両
者
の
主
要
な
相
違
は
、
違
法
行
為
に

よ
る
利
益
享
受
者
が
「
ス
パ
イ
組
織
」（
第

1
1
0
条
）か「
ス
パ
イ
組
織
」な
ら
ざ
る「
境

外
の
機
構
、
組
織
又
は
人
員
」（
第
1
1
1

条
）
で
あ
る
か
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
中
国

か
ら
見
て
い
か
な
る
日
本
の
組
織
が
「
ス
パ
イ

組
織
」
に
該
当
す
る
か
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
鈴
木
英
司
氏
「
中
国
拘

束
2
2
7
9
日　

ス
パ
イ
に
さ
れ
た
親
中
派

日
本
人
の
記
録
」（
毎
日
新
聞
出
版
）（
以
下

「
鈴
木
氏
著
書
」）
は
日
本
の
特
定
の
政
府
行

政
機
関
が
「
ス
パ
イ
組
織
」
に
該
当
す
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
実
際
に
当
該
政
府
行

政
機
関
の
H
P
に
ア
ク
セ
ス
し
、
そ
の
業
務

紹
介
の
ペ
ー
ジ
を
見
れ
ば
、
北
朝
鮮
、
ロ
シ
ア

と
と
も
に
中
国
に
対
す
る
情
報
収
集
を
積
極

的
に
行
い
、
日
本
政
府
に
分
析
の
う
え
提
供

す
る
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
敷
衍

す
れ
ば
、
政
府
行
政
機
関
や
そ
の
外
郭
団
体

又
は
そ
れ
に
準
じ
る
組
織
の
う
ち
ど
こ
が
中
国

に
よ
り
「
ス
パ
イ
組
織
」
と
評
価
さ
れ
る
蓋

然
性
が
あ
る
か
、
想
像
が
つ
き
ま
す
。
な
お
、

鈴
木
氏
著
書
に
よ
れ
ば
、「
ス
パ
イ
組
織
…
の

代
理
人
」
の
意
義
に
関
し
て
、「
ス
パ
イ
組
織
」

の
人
員
（
大
使
館
、
総
領
事
館
に
任
命
派
遣

さ
れ
て
い
る
人
員
を
含
み
ま
す
）
と
長
期
間
、

頻
繁
に
面
会
す
る
な
ど
す
れ
ば
、
口
頭
又
は

書
面
に
よ
る
委
任
契
約
の
有
無
、
有
償
、
無

償
の
区
別
な
く
、
自
ら
が
「
ス
パ
イ
組
織
」
の

「
代
理
人
」
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
判
明

し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
で
当
該
人

員
と
の
接
触
を
増
や
せ
ば
、
彼
ら
は
外
交
官

不
逮
捕
特
権
を
享
受
で
き
ま
す
が
、
日
本
人

駐
在
員
な
ど
は
広
義
の
ス
パ
イ
罪
に
問
わ
れ
る

リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す（
日
本
で
の
接
触
で
も
、

そ
れ
を
察
知
さ
れ
れ
ば
、
同
じ
リ
ス
ク
が
生

じ
ま
す
）。

（
２
）
法
定
刑
の
相
違

　

違
法
行
為
に
よ
る
利
益
享
受
者
が
「
ス
パ

イ
組
織
」（
第
1
1
0
条
）で
あ
る
場
合
は「
ス

パ
イ
組
織
」
な
ら
ざ
る
「
境
外
の
機
構
、
組

織
又
は
人
員
」（
第
1
1
1
条
）
で
あ
る
場

合
よ
り
も
、
保
護
法
益
で
あ
る
国
家
の
安
全

を
危
殆
化
さ
せ
る
程
度
が
顕
著
に
な
り
ま
す

か
ら
、
第
1
1
0
条
は
第
1
1
1
条
よ
り

も
法
定
刑
が
重
く
な
り
ま
す
（
表
）。

　

な
お
、
利
益
享
受
者
の
特
定
が
で
き
な
い

場
合
に
も
、「
刑
法
」
第
1
1
1
条
の
行
為

を
す
れ
ば
、
同
法
第
2
8
2
条
第
１
項
（
国

家
秘
密
不
法
取
得
罪
）
に
問
わ
れ
る
リ
ス
ク

が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

第
2
8
2
条
第
１
項　

窃
取
、
ス
パ
イ
行
為

又
は
買
収
の
方
法
に
よ
り
、
国
家
秘
密
を
不

法
に
取
得
し
た
者
は
、
3
年
以
下
の
有
期
懲

り
出
し
、買
収
し
、又
は
不
法
に
提
供
す
る
罪
」

（「「
刑
法
」
の
執
行
に
お
け
る
罪
名
の
確
定

に
関
す
る
最
高
人
民
法
院
の
規
定
」（
最
高
人

民
法
院
が
法
釈
［
１
９
９
７
］
９
号
）
に
よ

り
97
年
12
月
11
日
に
発
布
、
施
行
））
に
つ
い

て
習
熟
し
、
こ
れ
に
抵
触
し
な
い
よ
う
に
日
本

人
駐
在
員
な
ど
を
徹
底
教
育
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
以
下
で
は
両
条
文
を
紹
介
し
ま
す
。

第
1
1
0
条　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
ス
パ
イ

行
為
の
1
つ
を
し
、
国
の
安
全
に
危
害
を
及
ぼ

し
た
者
は
、
10
年
以
上
の
有
期
懲
役
又
は
無

期
懲
役
に
処
す
る
。
情
状
が
比
較
的
軽
い
場

合
に
は
、
3
年
以
上
10
年
以
下
の
有
期
懲
役

に
処
す
る
。

（
一
）
ス
パ
イ
組
織
に
参
加
し
、
又
は
ス
パ
イ

組
織
及
び
そ
の
代
理
人
の
任
務
を
受
け
入
れ

中国ビジネスQ&A

反スパイ法

表　法定刑の比較
情状 第 110 条 第 111 条

普通 10 年以上の有期懲役
又は無期懲役

5 年以上 10 年以下の有
期懲役

特別に
重大

規定なし（ただし第
113 条参照）

10 年以上の有期懲役又は
無期懲役

比較的
軽い

3 年以上 10 年以下の
有期懲役

5 年以下の有期懲役、拘
役、管制又は政治的権利
の剥奪

参考図1

改正「反スパイ法」（行政処罰）

「刑法」（刑事罰）
（構成要件は改正「反スパイ法」と
類似するが、やや狭い）



罪
者
の
意
思
以
外
の
事
由
に
よ
り
目
的
を
達

成
し
得
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
犯
罪
の
未
遂
で

あ
る
。

　

未
遂
犯
に
対
し
て
は
、
既
遂
犯
に
照
ら
し

て
軽
き
に
従
い
処
罰
し
、
又
は
処
罰
を
減
軽

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
４
）
構
成
要
件
と
し
て
予
定
さ
れ
た
行
為
の

相
違

　

広
義
の
ス
パ
イ
罪
の
う
ち
、
第
1
1
0
条

が
対
象
と
す
る
「
ス
パ
イ
行
為
」（
同
条
柱
書

第
１
文
）
は
「
ス
パ
イ
組
織
に
参
加
」
す
る

こ
と
は
別
と
し
て
、「
受
け
入
れ
る
」
対
象
で

あ
る
「
ス
パ
イ
組
織
及
び
そ
の
代
理
人
の
任

務
」（
同
条
第
１
号
）
は
非
常
に
広
範
で
特
定
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性
に
欠
け
て
お
り
、
非
類
型
的
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
成
立
範
囲
も
必
然
的
に
広
範
に
及

び
得
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
1
1
1
条

が
予
定
す
る
行
為
は
「
国
家
秘
密
又
は
情
報

を
窃
取
し
、
探
り
出
し
、
買
い
取
り
、
又
は

不
法
に
提
供
」
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
、
特

定
性
が
明
確
で
、
類
型
的
で
す
か
ら
、
そ
の

成
立
範
囲
も
必
然
的
に
限
定
的
と
な
り
ま
す
。

第
1
1
0
条
は
そ
の
広
範
性
、
非
特
定
性
、

非
類
型
性
に
照
ら
し
、
第
1
1
1
条
の
「
国

家
秘
密
又
は
情
報
を
窃
取
し
、
探
り
出
し
、

買
い
取
り
、
又
は
不
法
に
提
供
」
す
る
行
為

も
必
然
的
に
内
包
し
ま
す
の
で
（
そ
の
場
合
、

利
益
享
受
者
が
「
ス
パ
イ
組
織
又
は
そ
の
代

理
人
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
相
違

が
生
じ
ま
す
）、
第
1
1
0
条
、
第
1
1
1

条
の
行
為
の
異
同
を
図
示
す
れ
ば
、
参
考
図

2
の
と
お
り
と
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

４ 

国
家
秘
密
及
び
情
報（qingbao

／intelligence

）の
意
義

（
１
）
そ
こ
で
、
行
為
対
象
と
な
る
「
国
家
秘

密
」
及
び
「
情
報
」
の
法
的
意
義
が
問
題
に

な
り
ま
す
。

（
２
）
ま
ず
「 

国
家
秘
密
の
秘
密
等
級
は
、

絶
対
秘
密
、
機
密
及
び
秘
密
の
三
等
級
に
分

か
れ
る
」
と
さ
れ
ま
す
（「
国
家
秘
密
保
持

法
」
第
10
条
第
1
項
）。
習
近
平
総
書
記
は
、

2
0
1
4
年
４
月
15
日
以
降
、「
国
家
安
全
」

の
定
義
に
関
し
て
、
そ
れ
に
関
わ
る
領
域
を

の
安
全
に
危
害
を
及
ぼ
し
た
」
か
否
か
を
問

わ
ず
、
第
1
1
0
条
も
未
遂
犯
又
は
予
備
犯

と
し
て
処
罰
対
象
と
な
り
得
る
の
で
あ
り
、
日

本
人
駐
在
員
な
ど
を
守
る
と
い
う
観
点
か
ら

は
、
第
1
1
0
条
、
第
1
1
1
条
に
実
質

的
相
違
は
な
い
（
い
ず
れ
も
実
質
的
に
は
行

為
犯
だ
と
考
え
る
方
が
無
難
で
あ
る
）
と
い
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
予
防
的

観
点
か
ら
は
、広
義
の
ス
パ
イ
罪
の
「
型
」（
構

成
要
件
と
し
て
予
定
さ
れ
る
「
行
為
」）
を

満
た
さ
な
い
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
り
、「
型
」

を
満
た
し
、
第
1
1
0
条
、
第
1
1
1
条

で
起
訴
さ
れ
た
後
、「
私
の
や
っ
た
こ
と
は
些

事
で
あ
り
、
何
ら
「
国
の
安
全
に
危
害
を
及

ぼ
」
す
こ
と
は
な
い
」
と
抗
弁
し
て
み
て
も
、

そ
れ
は
未
遂
犯
に
関
す
る
第
23
条
第
２
項（
又

は
予
備
反
に
関
す
る
第
22
条
第
2
項
）
に
よ

り
「
既
遂
犯
に
照
ら
し
て
軽
き
に
従
い
処
罰

し
、
又
は
処
罰
を
減
軽
す
る
」
利
益
（
予
備

犯
の
場
合
は
免
責
も
あ
り
）
は
享
受
し
得
て

も
、
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

第
22
条　

罪
を
犯
す
た
め
、
手
段
を
準
備
し
、

条
件
を
作
り
上
げ
た
場
合
に
は
、
犯
罪
の
予

備
で
あ
る
。

　

予
備
犯
に
対
し
て
は
、
既
遂
犯
に
照
ら
し

て
軽
き
に
従
い
処
罰
し
、
又
は
処
罰
を
減
軽

し
、
若
し
く
は
処
罰
を
免
除
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
23
条　

既
に
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
、
犯
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参考図2

第 110 条第 1号の「受け入れる」対象で
ある「スパイ組織及びその代理人の任務」

第111条「国家秘密又は情報を窃取し、探り出し、
買い取り、又は不法に提供」する行為（利益享受者
が「スパイ組織又はその代理人」である限り、
第110条第１号は当該行為類型も内包する）

役
、
拘
役
、
管
制
又
は
政
治
的
権
利
の
剥
奪

に
処
す
る
。
情
状
が
重
大
で
あ
る
場
合
に
は
、

3
年
以
上
7
年
以
下
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。

（
３
）
結
果
犯
か
行
為
犯
か

　

結
果
犯
は
、
犯
罪
の
構
成
要
件
に
一
定
の

行
為
の
ほ
か
、
一
定
の
結
果
の
発
生
が
含
ま
れ

る
も
の
を
い
い
ま
す
。
一
方
、
行
為
犯
（
挙
動

犯
）
は
、
犯
罪
の
構
成
要
件
と
し
て
一
定
の
行

為
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
足
り
、

一
定
の
結
果
の
発
生
は
含
ま
れ
な
い
も
の
を
い

い
ま
す
。
こ
の
分
類
に
よ
れ
ば
、「
ス
パ
イ
組

織
に
参
加
し
、
又
は
ス
パ
イ
組
織
及
び
そ
の

代
理
人
の
任
務
を
受
け
入
れ
る
行
為
」（
第

1
1
0
条
第
１
号
）
を
実
施
す
る
の
み
な
ら

ず
、「
国
の
安
全
に
危
害
を
及
ぼ
し
た
」（
同

条
柱
書
第
１
文
）
と
い
う
結
果
が
求
め
ら
れ

る
第
1
1
0
条
は
結
果
犯
と
な
り
ま
す
。
一

方
、「
境
外
の
機
構
、
組
織
又
は
人
員
の
た
め
、

国
家
秘
密
又
は
情
報
を
窃
取
し
、
探
り
出
し
、

買
い
取
り
、
又
は
不
法
に
提
供
し
た
」
行
為

だ
け
で
足
り
、
一
定
の
結
果
の
発
生
が
求
め
ら

れ
な
い
第
1
1
1
条
は
行
為
犯
と
な
り
ま
す
。

も
っ
と
も
、「
刑
法
」
に
は
未
遂
罪
処
罰
に
関

す
る
規
定
（
第
23
条
）
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

「
既
に
犯
罪
の
実
行
に
着
手
」
す
る
段
階
に

至
っ
て
い
な
い
場
合
で
も
、「
罪
を
犯
す
た
め
、

手
段
を
準
備
し
、
条
件
を
作
り
上
げ
た
」
だ

け
で
、
刑
事
処
罰
の
対
象
と
な
り
得
る
予
備

犯
（
第
22
条
）
が
規
定
さ
れ
ま
す
。
よ
っ
て
、

広
義
の
ス
パ
イ
罪
の
「
型
」
を
満
た
せ
ば
、「
国



論
は
公
開
さ
れ
て
も
、
判
決
理
由
は
非
公
開

の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
）、
同
法
は
「
刑
法
」

と
同
じ
全
人
代
（
正
確
に
は
全
人
代
の
授
権

を
受
け
た
全
人
代
常
務
委
員
会
）
に
よ
り
制

定
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
こ
か
ら
広
義
の

ス
パ
イ
罪
の
解
釈
に
関
わ
る
情
報
が
入
手
で
き

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
（
参
考
図
3
）。

５ 

最
後
に

　

限
ら
れ
た
紙
幅
で
は
、
筆
者
の
持
つ
全
て

の
知
見
を
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

本
稿
が
少
し
で
も
日
本
企
業
等
の
内
部
教
育

義
務
の
履
行
に
役
立
て
ば
幸
い
で
す
。

は
該
当
し
ま
せ
ん
が
、
な
お
秘
密
性
を
帯

び
た
情
報
（intelligence

）
で
あ
り
、
中

国
語
で
「xinxi

」
と
発
音
さ
れ
る
一
般
情

報
（inform

ation

）
を
意
味
す
る
「
信
息
」

と
異
な
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
関
し
て

次
の
司
法
解
釈
が
あ
り
ま
す
。

「
境
外
の
た
め
国
家
秘
密
又
は
情
報
を
窃
取

し
、
探
り
出
し
、
買
収
し
、
又
は
不
法
に
提

供
す
る
事
件
を
審
理
す
る
際
の
具
体
的
な
法

律
適
用
に
か
か
る
若
干
の
問
題
に
関
す
る
最

高
人
民
法
院
の
解
釈
」

（
2
0
0
0
年
11
月
20
日
最
高
人
民
法
院

裁
判
委
員
会
第
1
1
4
2
回
会
議
採
択
、

2
0
0
1
年
１
月
17
日
法
釈
［
2
0
0
1
］

4
号
に
よ
り
公
布
、
同
月
22
日
施
行
）

第
1
条
第
2
項　

刑
法
第
1
1
1
条
所
定
の

「
情
報
」
と
は
、
国
の
安
全
及
び
利
益
に
関

係
し
、
公
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、
又
は
関
係
規

定
に
よ
り
公
開
し
な
い
も
の
と
さ
れ
る
事
項
を

い
う
。

　

す
な
わ
ち
、「
国
の
安
全
及
び
利
益
に
関
係
」

す
る
も
の
の
う
ち
、
誤
っ
て
公
開
さ
れ
た
け
れ

ど
も
、「
関
係
規
定
に
よ
り
公
開
し
な
い
も
の

と
さ
れ
る
事
項
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
注
意
が

必
要
で
す
。
こ
の
文
脈
で
言
え
ば
、
狭
義
の
ス

パ
イ
罪
（「
刑
法
」
第
1
1
0
条
）
に
問
わ

れ
た
経
験
を
詳
細
に
記
し
た
鈴
木
氏
著
書
は

日
本
で
は
公
開
情
報
で
す
が
、
そ
こ
に
は
「
関

係
規
定
に
よ
り
公
開
し
な
い
も
の
と
さ
れ
る
事

項
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
た
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政
治
、
国
土
、
軍
事
、
経
済
、
文
化
、
社
会
、

科
学
技
術
、
情
報
、
生
態
系
、
資
源
、
核
、

生
物
等
に
拡
張
す
る
「
総
体
国
家
安
全
観
」

を
提
唱
し
ま
す
か
ら
、「
国
の
安
全
及
び
利
益

に
関
係
す
る
」
対
象
に
は
「
経
済
」
も
「
文

化
」
も
「
社
会
」
も
「
科
学
技
術
」
も
「
情
報
」

も
「
生
態
」
も
「
資
源
」
も
「
生
物
」
も
広

く
「
国
家
秘
密
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。「
国
家
秘
密
及
び
そ
の
秘
密
等
級
の
具

体
的
範
囲
は
、
国
家
秘
密
保
持
行
政
管
理
部

門
が
外
交
、
公
安
、
国
家
安
全
そ
の
他
中
央

の
関
係
機
関
と
そ
れ
ぞ
れ
共
同
し
て
こ
れ
を

規
定
す
る
。」（
同
法
第
11
条
第
1
項
）
と
さ

れ
、
ま
た
「
軍
事
方
面
の
国
家
秘
密
及
び
そ

の
秘
密
等
級
の
具
体
的
範
囲
は
、
中
央
軍
事

委
員
会
が
こ
れ
を
規
定
す
る
。」（
同
条
第
2

項
）
と
さ
れ
、
更
に　
「
国
家
秘
密
及
び
そ
の

秘
密
等
級
の
具
体
的
範
囲
の
規
定
に
つ
い
て

は
、
関
係
範
囲
内
に
お
い
て
公
布
し
、
か
つ
、

状
況
の
変
化
に
基
づ
き
遅
滞
な
く
調
整
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
同
条
第
3
項
）
と
さ

れ
ま
す
が
、
公
布
が
な
さ
れ
る
の
は
あ
く
ま
で

党
組
織
及
び
政
府
機
関
を
中
心
と
す
る
「
関

係
範
囲
内
」
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
内
実
を
知

ろ
う
と
す
る
こ
と
は
「
国
家
秘
密
…
を
窃
取

し
、
探
り
出
し
、
買
い
取
」
る
行
為
に
該
当

す
る
と
判
断
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、

厳
に
慎
む
べ
き
で
す
。

（
３
）
一
方
、
中
国
語
で
「qingbao

」
と

発
音
さ
れ
る
「
情
報
」
は
「
国
家
秘
密
」
に

め
、
当
該
内
容
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
中
国

で
内
部
教
育
義
務
を
履
行
す
る
場
合
、
国
家

安
全
保
護
部
門
か
ら
「
国
家
秘
密
」
又
は
「
情

報
」
を
「
不
法
に
提
供
し
た
」
と
非
難
さ
れ

る
リ
ス
ク
が
残
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
中
国
で
特

に
中
国
語
で
配
布
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ

る
文
書
中
で
は
か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し

な
い
の
が
無
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
４
）
な
お
、
広
義
の
ス
パ
イ
罪
に
関
す
る
司

法
解
釈
が
な
い
現
状
で
、
法
は
時
に
広
義
の

ス
パ
イ
罪
の
解
釈
を
補
佐
す
る
機
能
を
果
た

す
場
面
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
法
第

4
条
第
2
項
を
新
設
し
、「
ス
パ
イ
組
織
及
び

そ
の
代
理
人
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
域
内

に
お
い
て
、
又
は
中
華
人
民
共
和
国
の
公
民
、

組
織
若
し
く
は
そ
の
他
の
条
件
を
利
用
し
て
、

第
三
国
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
ス
パ
イ
活
動
に
従

事
し
、
中
華
人
民
共
和
国
の
国
の
安
全
に
危

害
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
こ
の
法
律
を
適
用

す
る
。」
と
規
定
す
る
と
こ
ろ
、「
刑
法
」
第

1
１
１
条
の
「
国
家
秘
密
」、「
情
報
」
の
解

釈
に
お
い
て
も
、
同
様
の
道
理
が
妥
当
す
る
と

思
わ
れ
ま
す
（
鈴
木
氏
著
書
で
は
第
三
国
で
あ

る
北
朝
鮮
関
係
情
報
が
「
情
報
（qingbao

）」

該
当
性
あ
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
）。

（
５
）
同
様
に
、「
香
港
国
家
安
全
維
持
保
護

法
」
第
29
条
は
香
港
に
お
い
て
広
義
の
ス
パ
イ

罪
を
規
定
す
る
も
の
で
す
が
、
こ
れ
に
関
す
る

刑
事
事
件
の
判
決
全
文
が
公
開
さ
れ
る
な
ら
ば

（
同
法
第
44
条
第
4
項
に
よ
り
、
判
決
の
結

参考図3
情報（信息／xinxi）（公開情報含む）のうち「国の安全及び利益に関係するその他の
文書、データ、資料若しくは物品」（法第4条第1項第4号）（行政処罰のみ）

絶対秘密

機密

秘密情報（qingbao）
（刑事罰、行政罰）

国家機密
（刑事罰、行政罰）


